
山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
六
十
四
号
　
　
令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
五
五

山
梨
県
公
報

第
五
百
六
十
四
号

令
和
七
年

五
月
二
十
二
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
公
金
事
務
の
委
託	

二
五
五

○
道
路
の
区
域
変
更	

二
五
五

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二
五
五

公
安
委
員
会

○
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
実
施
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出	

二
五
六

○
指
定
講
習
機
関
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出	

二
五
六

○
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
機
関
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出	

二
五
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

一
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
　
公
益
財
団
法
人
山
梨
県
国
際
交
流
協
会

　
山
梨
県
甲
府
市
朝
気
一
丁
目
二
番
二
号

二
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
出
　
山
梨
県
外
国
人
地
域
生
活
サ
ポ
ー

タ
ー
設
置
事
業
に
係
る
サ
ポ
ー
タ
ー
へ
の
活
動
費

三
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日
及
び
公
金
事
務
を
委
託
し
た
日
　
令
和
七
年
四
月
一
日

四
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
委
託
の
期
間
　
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
六
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
百
四
十
号

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

中
央
市
浅
利
字
沼
久
保
三
二
八
番
三
地
先
か
ら

中
央
市
浅
利
字
沼
久
保
五
一
四
番
一
地
先
ま
で

旧

一
五
・
六
～

　
　
　
二
七
・
〇

二
四
七
・
四

新

一
五
・
六
～

　
　
　
一
八
・
六

二
四
七
・
四

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
三
十
九
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
三
十
八
号
を
第
四
十
号
と
し
、
第
三
十
七

号
を
第
三
十
九
号
と
し
、
第
三
十
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
十
七
　
職
員
勤
務
時
間
条
例
に
基
づ
く
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
八
　
職
員
勤
務
時
間
規
則
に
基
づ
く
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

附

則



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
六
十
四
号
　
　
令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

二
五
六

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
株
式
会
社
協
同
社
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長
　
　
飯
　
　
室
　
　
元
　
　

一
　
変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名
　
　
清
水
　
千
学

二
　
変
更
年
月
日
　
令
和
七
年
四
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
株
式
会
社
協
同
社
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長
　
　
飯
　
　
室
　
　
元
　
　

一
　
変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名
　
　
清
水
　
千
学

二
　
変
更
年
月
日
　
令
和
七
年
四
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
株
式
会
社
協
同
社
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長
　
　
飯
　
　
室
　
　
元
　
　

一
　
変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名
　
　
清
水
　
千
学

二
　
変
更
年
月
日
　
令
和
七
年
四
月
一
日


